
第２３４回 珠 算 検 定 試 験 実 施 要 綱 

第１４４回 段 位 認 定 試 験 実 施 要 綱 
 

日 本 商 工 会 議 所 

高 岡 商 工 会 議 所 

日本珠算連盟高岡支部 
 

１．実施日時   令和７年６月２２日（日） 
 

２．試験会場及び開始時間    

高岡商工ビル （高岡市丸の内１-40 TEL 23-5000） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          受験者控室：５階５０１号室 
 

３．申込期間   令和７年 ５月 ２日（火）～ 令和７年 ５月 ２２日（木） 
         ※期間を過ぎてのお申込み・変更は対応いたしかねます。予めご了承下さい。 
 

４．合格発表   令和７年 ６月 ２７日（金） 

         高岡商工ビル １階ロビーとホームページに受験番号で掲載します。 
 

５．受験資格   学歴、年齢、性別、国籍に制限はありません。 
 

６．注意事項   ①次のものは必ず持参してください。 

・受験票 

・筆記用具 

・そろばん（暗算で計算してもかまいません） 

・身分を証明できるもの 
〔原則として氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認できる運転免許証、 

旅券（パスポート）、学生証、社員証など。但し、小学生以下は除く。 

身分証明書をお持ちでない方は、当所までご相談ください。〕 
 

②文ちん、下敷きは使用することができます。 
 

③試験開始時間に遅れると受験できません。 
 

④試験会場では、全て試験委員の指示に従ってください。 

指示に従わない場合、退場してもらうことがあります。 
 

⑤試験中に不正行為があった場合は、合格を取り消し、以降の受験を 

禁止することがあります。 
           

⑥同一回の検定試験における同級の重複受験や同一回における認定 

試験の重複受験は認めません。 
 

 

 

 

 

珠   算 ９：００～ ４階 403・405号室 

暗   算 ９：５０～ ４階 403・405号室 

段位（暗算） １０：２０～ ５階 ５０５号室 

段位（珠算） １０：４０～ ５階 ５０５号室 

※申込書にご記入いただいた情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受験者・ 

合格者台帳の作成、合格証書・合格証明書の発行および商工会議所検定試験に関する連絡、 

各種情報提供に使用いたします。 



珠算能力検定試験施行上の注意 

高岡商工会議所 

 

このたび、日本珠算連盟より珠算能力検定試験施行のご協力方お願いとして、下記のと

おり案内がありましたので、特に塾開設の先生方に次の事項を生徒に周知いただきますよ

うお願い致します。 

１．平成２６年より珠算能力検定（１～６級）試験の問題用紙が変更となります。 

  ・ 問題用紙の表紙に受験者の氏名を記入していただくこととなりました。 

２．携帯電話の電源は完全に切れるようにしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

珠算能力検定試験（１～６級）の施行へのご協力お願いについて 

日本珠算連盟 

試験委員および採点委員に対する周知事項について 

試験問題の漏洩や紛失等の防止のために、次の事項の周知を徹底してください。 

 
（１）試験開始の言葉（ただいまから、第○○○回珠算能力検定試験○級の試験を開始します）の後の遅

刻者ついては、原則として試験会場に入室させないでください。ただし、公共交通機関の遅れ等や

むを得ない事情による遅刻者については、施行商工会議所と試験委員が協議のうえ、適切な措置を

講じてください。 

（２）試験時間は、１～６級とも「みとり算」「かけ算」「わり算」の問題を合わせて３０分間です。この

時間内であれば、どの問題から計算を始めても構いません。 

（３）試験の「開始」「終了」の合図は、試験委員の時計（または試験会場の時計）を基準に行う旨受験

者に必ず周知してください。また、開始の合図「用意、始め」の後は、受験者に対し、試験委員は途

中の経過時間（○分経過など）を教えないでください。 

（４）携帯電話等の使用を禁止します｡持っている人は､必ず電源を切ってカバンの中にしまってくださ

い｡なお、時計、タイマー等を使用する場合は音を出さないようにしてください。指示に従わない

で､試験時間中に着信音等が鳴るなどした場合は､退場させる場合もあります｡ 

（５）答案用紙（＝問題用紙）には必ず受験番号と氏名を記入してください。 

（６）途中退席は、一切認めないでください（途中退席した受験者の答案用紙（＝問題用紙）は、審査し

ないでください）。ただし、病気の場合に限っては、施行商工会議所と試験委員が協議のうえ、適切

な措置を講じてください。 

（７）答案用紙（＝問題用紙）の回収に当たっては、紛失・未提出などがないように、必ず受験者の出欠

を確認するとともに、試験終了後は、実受験者数（欠席者を除いた人数）と答案用紙の枚数が一致し

ているかどうかを必ず確認したうえで、受験者を退席させてください。 

（８）１～６級とも得点の合計は３００点満点で、１～３級は２４０点以上、４～６級は２１０点以上を

合格とします。 

（９）合格発表は高岡商工ビル１階ロビーと高岡商工会議所ホームページで受験番号を掲示します。 

（10）その他の注意事項については、答案用紙（＝問題用紙）の表紙を参考にしてください。 


